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衆
議
院
議
員
長
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昭
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提
出
国
土
交
通
省
の
研
究
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
土
交
通
省
の
研
究
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

職
員
の
有
志
が
任
意
に
研
究
会
を
つ
く
り
、
出
版
社
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
報
酬
の
支
払
を
受
け
て
書
籍
の
執
筆
等
を
行

う
こ
と
は
、
一
般
に
、
公
務
外
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
が
把
握
す
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね

の
事
項
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
補
償
実
務
研
究
会
等
の

研
究
会
も
、
公
務
外
で
職
員
の
有
志
が
任
意
で
、
出
版
社
の
依
頼
に
応
じ
て
報
酬
の
支
払
を
受
け
て
書
籍
の
執
筆
等
を
行
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

中
央
用
地
対
策
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
公
共
用
地
の
取
得
に
関
し
会
員
等
相
互
間
の
連
絡
調

整
を
行
い
、
も
っ
て
公
共
用
地
の
取
得
の
適
正
化
と
そ
の
円
滑
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
四
十
八
年
四
月

十
八
日
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
会
員
相
互
間
の
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
う
こ
と
、
会
員
等
相
互
間

の
損
失
補
償
基
準
の
運
用
及
び
公
共
用
地
の
取
得
業
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
う
こ
と
、
損
失
補
償
及
び
公
共
用
地

の
取
得
業
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
、
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
研
修
等
を
行
う
こ
と
、
公
共
用
地
の
取

得
に
関
す
る
広
報
を
行
う
こ
と
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
協
議
会
と
し
て
、
報
酬
の
支
払
を
受
け
て
書
籍
の
執
筆
等
を
行

一



っ
て
い
な
い
。
協
議
会
の
会
員
は
、
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
行
政
機
関
、
公
社
、
独
立
行
政
法
人
等

の
中
央
機
関
等
で
総
会
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
長
、
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
長
、
経
済

産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
次
長
そ
の
他
の
二
十
八
の
機
関
等
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
用
地
補
償
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
第
三
次
改
訂
版
」
及
び
「
用
地
補
償
実
務
六
法
平
成
十
七
年
版
」
に
つ
い
て
は
、

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
国
土
環
境
・
調
整
課
が
書
籍
の
監
修
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
監
修
料
は
受
領
し
て
い
な

い
。

五
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
は
、
報
酬
の
支
払
を
受
け
て
書
籍
の
執
筆
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
二
十
号
）
、
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
等
の
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
、
国
民
の
疑

惑
や
不
信
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二


